
　

第
23
回
暴
力
団
壊
滅
秋
田
県
民
大
会

日
時　
７
月
３
日（
水
）13
時
〜
15
時
30
分

場
所　
秋
田
市
文
化
会
館　
大
ホ
ー
ル

内
容　

秋
田
県
警
察
音
楽
隊
に
よ
る「
プ

ロ
ム
ナ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
」／
暴
力
追
放

活
動
功
労
者
表
彰
等
／
特
別
講
演

※

入
場
は
無
料
で
、ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す

　
　
（
公
財
）暴
力
団
壊
滅
秋
田
県
民
会
議

☎
０
１
８‐

８
２
４‐

８
９
８
９

　
総
務
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
６
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で
は
「
電
波
利

用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
月
間
」
で
す
。

　
不
法
電
波
は
人
命
に
関
わ
る
重
要
無
線

通
信
を
妨
害
し
て
、
私
た
ち
の
生
活
を
脅

か
し
ま
す
。

※
電
波
の
混
信
・
妨
害
の
ご
相
談
に
つ
い

て
は
、
相
談
窓
口
に
お
電
話
く
だ
さ
い

　
　
東
北
総
合
通
信
局
相
談
窓
口

☎
０
２
２‐
２
２
１‐
０
６
４
１

お
知
ら
せ

　平成24年度における市の情報公開条例及び
個人情報保護条例の規定に基づく公文書の公開
等についてお知らせします。

情報公開・個人情報保護制度運用状況

【情報公開制度】
　行政情報（公文書等）の公開請求は17件（個人
６件、団体11件）で、主な内容は、市税の不納
欠損処分等に関する情報、住居表示台帳の図面
などです。

【個人情報公開制度】
　開示請求、個人情報の訂正、利用停止に関す
る申し出はありませんでした。
【不服申し立ての状況】
　平成24年度の情報公開制度において、行政
不服審査法に基づく市の実施機関への異議申し
立てはありませんでした。

公開請求
件数

請求に対する決定状況
全部公開 部分公開 文書等不存在 却下

17 ５ 12 －－

　　総務課総務係　☎62‐1111

ノーマイカーデーの推進と
エコロジー回数券の販売について
ノーマイカーデーの推進と
エコロジー回数券の販売について
　秋北バスでは地球温暖化対策への取り組みと
して「カーボンオフセット付セット回数券（エ
コロジー回数券）」の販売を開始しました。
※回数券は2,000円と3,000円の２種類

善　
　
意

　
次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▽
畠
山　
光
由　
様

　
敷
物（
親
子
ク
マ
一
組
）、
置
物（
タ
ヌ

　
キ
一
匹
・
ヤ
マ
ド
リ
一
羽
）

▽
伊
藤　
茂　
様

　
森
吉
山
風
景
写
真
41
点
（
額
付
）　

〈
熊
牧
場
運
営
経
費
の
一
部
と
し
て
〉

▽
仙
台
市
太
白
区　
匿
名
希
望　
様

　

１
万
２
０
０
０
円

〈
市
業
務
全
般
に
係
わ
る
経
費
の
一
部
と
し
て
〉

▽
鷹
巣
中
学
校
卒
業
30
周
年
記
念
同
期
会

実
行
委
員
会　
様

　
３
万
円

〈
米
内
沢
小
学
校
環
境
整
備
資
金
と
し
て
〉

▽
村
上　
ト
シ　
様

　

１
０
０
万
円

　
　
財
政
課
管
財
係　
☎
62‐
６
６
０
３

　

平
成
25
年
度
調
理
師
試
験

試
験
日　
８
月
28
日
（
水
）

試
験
会
場　
秋
田
県
庁

願
書
配
布
期
間
【
土
日
を
除
く
】　

　
６
月
24
日
（
月
）
〜
７
月
12
日
（
金
）

願
書
受
付
期
間
【
土
日
を
除
く
】　

　
７
月
３
日
（
水
）
〜
７
月
12
日
（
金
）

配
布
・
受
付
場
所　
北
秋
田
保
健
所

　
　
北
秋
田
保
健
所　
☎
62‐

１
１
６
６

　耳が聞こえにくくなった方の身体障害者手帳交
付や、等級変更に関する医師の診断、補聴器交付に
関する診断を行います。
　期日　６月14日（金）
　時間　午前９時30分～11時30分
　場所　交流センター

　　福祉課地域障がい福祉係　☎62‐6637

　
「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間
」

　
６
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検

査
（
エ
イ
ズ
検
査
）
普
及
週
間
」
で
す
。

　
北
秋
田
保
健
所
で
は
、
こ
れ
に
合
わ
せ

て
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
・
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

日
時　
６
月
５
日（
水
）13
時
30
分
〜
17
時

場
所　
北
秋
田
保
健
所

※
前
日
ま
で
に
事
前
予
約
が
必
要
で
す

　
ま
た
、
定
期
検
査
も
次
の
と
お
り
実
施

し
て
い
ま
す
。

日
時　
第
１
水
曜
日　
13
時
30
分
〜
15
時

　
　
　
第
４
水
曜
日　
17
時
30
分
〜
20
時

　
　

 

北
秋
田
保
健
所　
☎
62‐
１
１
６
６

　

県
税
か
ら
の
お
知
ら
せ

○
自
動
車
税
の
納
期
は
７
月
１
日（
月
）で
す

　
忘
れ
ず
に
最
寄
り
の
金
融
機
関
、
又
は

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
期
限
内
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
１
日
以

降
に
移
転
登
記（
転
売
等
）し
、
現
在
、
自

動
車
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
４

月
１
日
現
在
の
所
有
者
が
全
額
納
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
自
動
車
税
も
口
座
振
替
で

　
県
内
の
金
融
機
関
に
預
金
口
座
が
あ
れ

ば
、ど
な
た
で
も
利
用
で
き
ま
す
。（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
は
利
用
不
可
）

　
　
秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所
収
納
管
理
課

☎
０
１
８‐
８
６
０‐
３
３
３
１

　
　
秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所
北
秋
田
支
所

☎
０
１
８
６‐49‐
２
２
１
１

　

平
成
25
年
度
教
科
書
展
示
会

　
教
科
書
や
教
科
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
こ
と
な
ど
を
目
的
に
、
教
科
書
展
示
会

を
開
催
し
ま
す
。

　
教
育
関
係
者
は
も
と
よ
り
、
保
護
者
や

一
般
の
方
々
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

期
間　
６
月
14
日
（
金
）
〜
27
日
（
木
）

時
間　
10
時
〜
18
時（
27
日
は
16
時
ま
で
）

場
所　
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
秋
田
県
教
育
庁
北
教
育
事
務
所

☎
62‐
１
２
１
７

　

森
吉
四
季
美
湖
周
辺
美
化
活
動
の

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す　

期
日　
６
月
15
日（
土
）　

時
間　
９
時
〜
13
時

集
合
場
所　
森
吉
山
ダ
ム
広
報
館

内
容　
桜
の
手
入
れ
、下
刈
り
、植
樹（
６

月
24
日
）の
準
備
な
ど

　
　
森
吉
四
季
美
湖
を
守
る
会
事
務
局

☎
75‐

３
８
５
０　生活課環境係　☎62‐1110問

北 秋 田 市
環境放射線量測定結果

　測定の結果、秋田県の通常
レベルを超える数値は観測さ
れていません。

空間線量調査（５月14日測定）

※県の通常レベルは
　　　0.022 ～ 0.086

市 役 所 本 庁 舎 前
　〃　合川庁舎前
　〃　森吉庁舎前
　〃　阿仁庁舎前
クリーンリサイクルセンター前
一般廃棄物最終処分場
鷹巣埋立地最終処分場

観測地点
0.07
0.03
0.06
0.06
0.06
0.03
0.04

測定結果

（単位：マイクロシーベルト毎時）

身体障害者（聴覚）巡回相談身体障害者（聴覚）巡回相談

カーボンオフセット

　日常生活や経済活動のなかで、どうしても排
出してしまう二酸化炭素を、他の場
所で行われるＣＯ２削減活動に投資
して埋め合わせをすることです。

　エコロジー回数券をご購入いただくことで、
地球環境に貢献することができます。
　ノーマイカーデーの実施等、路線バスをご利
用いただき、エコな取り組みにチャレンジして
みてはいかがでしょうか。

　　総合政策課政策係　☎62‐6606
　　秋北バス（株）自動車課　☎0186‐42‐3536

　誰でも気軽にインターネットで応急手当の重要
性を学ぶことが出来るように「一般市民向け応急手
当ＷＥＢ講習」を開始しています。
　詳しくは「北秋田市消防本部」ホームページをご
覧ください。
http://www.kumagera.ne.jp/kouiki01/osirase/osirase.html

一般市民向け「応急手当ＷＥＢ講習」一般市民向け「応急手当ＷＥＢ講習」
平成25年４月１日から開始しています

　　消防本部救急担当　☎62‐1119

『 元 気 ム ラ 』 活 動『 元 気 ム ラ 』 活 動

　県及び市では『元気ムラ』を目指す集落を応援
するため、「出前講座」の実施や住民個々が抱え
る課題、集落の持つ潜在力を探るため「集落点検」
の実施のほか、地域資源を活用したビジネスや
各種イベント等、集落の自立・活
性化に向けた取り組みに対して、
支援を行っています。

　過疎化や高齢化が進む中で、農村集落に住
む人々自らが、地域の課題や眠っている資源
を掘り起こし、集落の自立と維持・活性化に
向けた様々な実践活動を主体的に行ってい
る集落のことを言います。

『元気ムラ』ってなに？『元気ムラ』ってなに？

　集落の将来を考え、活性化を図るきっかけと
して「元気ムラ」活動に取り組んでみませんか？
　詳しくは、お問い合わせください。

　　総合政策課政策係　☎62‐6606
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